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支配株主等に関する事項について支配株主等に関する事項について支配株主等に関する事項について支配株主等に関する事項について    

 

(1) 親会社、支配株主（親会社を除く。）またはその他の関係会社の商号等 

    （平成 25 年 3 月 31 日現在） 

議決権所有割合（％） 

名  称 属性 直接 

所有分 

合算 

対象分 
計 

発行する株券が上場されて 

いる金融商品取引所等 

株式会社日立製作所 親会社 58.51 2.15 60.66 

東京証券取引所 市場第一部 

大阪証券取引所 市場第一部 

名古屋証券取引所 市場第一部 

 

 

(2) 親会社の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社との関係 

   ① 親会社の企業グループにおける当社の位置付け、人的・資本的関係 

           当社の親会社は株式会社日立製作所であり、当社議決権の 60.66％（間接所有を含む。）を所有 

         しております。当社は、リースを始めとする総合金融サービス業を担っており、日立グループに 

         おける金融サービス事業の中核会社であります。 

           当社の事業は、日立グループ企業やその従業員に限らず、幅広い顧客を対象として全国的に展 

         開しておりますが、その推進にあたっては、独自の営業組織だけでなく、日立グループ各社のネ 

         ットワークや技術力などの経営資源を有効に活用しております。 

           また、当社の社外取締役のうち１名は株式会社日立製作所の取締役を、１名は同社執行役を兼

任しております。 

   ② 親会社の企業グループに属することによる事業上の制約等 

           日立グループ各社（その従業員を含む）は当社の大口かつ安定した取引先であります。 

          なお、日立グループと当社において、事業活動を行う上での承認事項など、グループに属する 

         ことによる事業上の制約はありません。 

   ③ 親会社からの一定の独立性の確保に関する考え方及びそのための施策 

日立グループ各社との取引は、他取引先と同様の基本契約、市場価格によっており、適正な取 

引を確保しております。また、当社は自主独立経営を重視しており、グループ内取引に依存する 

ことなく、他の取引先との取引拡大を積極的に推進しております。 

      ④ 親会社からの一定の独立性確保の状況 

           当社は、顧客、また仕入先として、日立グループ各社との協力関係を維持しながら事業展開を 

         図っておりますが、これらグループ会社から事業上の制約を受けることはなく、独自に事業活動 

         を行っております。 

          社外取締役２名が親会社の取締役、執行役を兼任しておりますが、当社取締役会等において、

広く株主全般の利益の確保という視点を含め活発な発言を行っております。また、一方で、株式

会社東京証券取引所の定める独立役員として、別の社外取締役１名を選任しており、取締役会に

おいては一般株主の利益を意識した発言を行っていることから、親会社からの独立性が確保され

ていると認識しております。 

 

 

 



  （役員の兼任状況） 

                                   （平成 25 年 6 月 26 日現在） 

役  職 氏  名 親会社での役職 就任理由 

社外取締役 

 

 

三好 崇司 

 

 

(親会社) 

株式会社日立製作所 取締役 

 

(親会社の子会社) 

日立建機株式会社 取締役 

日立工機株式会社 監査役 

経営全般にわたる豊富な経験と高度な見識及

び財務全般、グループ会社経営に係る深い専門

知識を有しております。これらに基づく経営判

断力及び経営指導力に期待し、選任したもので

あります。当社の親会社の取締役であります

が、その他には特別な利害関係はなく、その経

験と見識から当社の職務の執行を監督するに

相応しい人材であると判断しています。 

社外取締役 

 

 

葛岡 利明 

 

 

(親会社) 

株式会社日立製作所 執行役専務 

経営全般にわたる豊富な経験と高度な見識及

び法務・コンプライアンスに係る深い専門知識

を有しております。これらに基づく経営判断力

及び経営指導力に期待し、選任したものであり

ます。当社の親会社の執行役でありますが、そ

の他には特別な利害関係はなく、その経験と見

識から当社の職務の執行を監督するに相応し

い人材であると判断しています。 

 

 (3) 親会社との取引に関する事項 

          当社と株式会社日立製作所との取引としては、主としてリース物件となる業務用機械等の購入 

    及び同社に対する製造設備・産業機器等のリースがあります。また、当社は日立グループのキャ 

    ッシュ・マネジメント・システム（資金集中取引）に参加しています。 

     平成 25 年 3 月期（平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで）における同社との取引の 

    状況は以下のとおりです。 

取 引 内 容 取引金額（百万円） 科 目 期末残高（百万円） 

売掛金          1,481 製造設備・産業機器・事務用機器等のリース、

割賦等 

       11,422 

リース投資資産          9,024 

支払代行取引残高の純増減（△は減少） △666 売掛金          9,972 

資金の預け入れ（純額）         2,935 

利息の受取り           275 

預け金        114,659 

業務用機器等の購入        30,338 買掛金         13,176 

    （注）取引条件ないし取引条件の決定方針等 

      １．製造設備・産業機器・事務用機器等のリース及び支払代行取引については、市場価格を勘案した一般 

        的取引条件をもって決定しております。 

      ２．資金集中取引については、市場金利に連動した利率を適用しております。 

      ３．業務用機器等の購入については、当該機器等のリース及びクレジット顧客と同社との間で決定された 

        価格によっております。 

 

 (4) 親会社との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 

          当社は、コーポレート・ガバナンス報告書に記載の「支配株主等との取引を行う際における 

少数株主保護の方策に関する指針」に則り、株式会社日立製作所との取引については、事業上 

の制約を受けることなく、他取引先と同様の基本契約、市場価格によっており、適正な取引を 

    行っております。同社との取引等に関し重要な事項については、執行役会において多面的な検 

討、審議を行うとともに、「取締役会規則」に従い所要の事項については取締役会への報告等を 

行っています。これにより、業務執行における経営判断の独立性を確保し、牽制機能を働かせ 

ています。 

 

以 上 


